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☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権教育の推進」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
“�あなたにもできる。
　  ライフスタイルの見直しで、
　　　１人１日１kgの CO2 削減 ”
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　中小企業組合等課題対応支援事業は、中小企業者が経済的・社会的環境の変化に対応するため、
新たな活路の開拓、単独では解決困難な諸問題、その他中小企業の発展に寄与するテーマ等につ
いて、中小企業組合、一般社団法人、共同出資組織、任意グループ等が行う、これを改善するた
めの取組みに対して支援を行います。３つの事業が対象で、１．「中小企業組合等活路開拓事業、２．
「組合等情報ネットワークシステム等開発事業」、３．「連合会（全国組合）等研修事業」があります。
　詳細は下部の全国中央会ホームページのURL又は二次元コードからご確認ください。
補助金額：

　

補助率：補助対象経費の６/10の範囲内（全事業共通）
公募期間：第３次募集  ７月６日～８月６日（未定）
※日程は変更になる場合があります。
※第２次募集において予算枠に達した場合、
　第３次募集は実施しません。（７月上旬頃発表）

令和８年度中小企業組合等
課題対応支援事業補助金の公募について

人事異動の
お知らせ

１．中小企業組合等
　　活路開拓事業

活路開拓事業
（大規模・高度型）上限2,000万円　下限100万円
（通常型）　　　　上限1,200万円　下限100万円

展示会等出展・開催 上限2,000万円　下限なし

２．組合等情報ネットワークシステム等
　　開発事業

（大規模・高度型）上限2,000万円　下限100万円
（通常型）　　　　上限1,200万円　下限100万円

３．連合会（全国組合）等研修事業 上限　300万円　下限なし

   https://www.chuokai.or.jp
　（本事業ホームページ）

課題対応支援事業補助金

　この度、本会では令和８年６月１日付で、宮尾久美子が事務局長兼総
務部長として就任いたしましたので、お知らせいたします。
　今後とも本会運営の充実に努めてまいりますので、引き続きご支援ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
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２	 特集
	 令和８年度長野県中小企業団体中央会
	 通常総代会を開催
８	 生産性革命と挑戦
	 有限会社千葉畳店（飯田市）
９	 ぶらり信州再発見
	 蓼科温泉～蓼科BASE～（茅野市）
10	 わが社の経営戦略
	 NiKKi Fron株式会社（長野市）
11	 ITコーディネーターによるDX理解講座
	 サプライチェーン企業の経営者は
	 ぜひご確認を！

〈表紙写真紹介〉 初夏の蓼科湖
　ビーナスライン沿いにある蓼科湖は、標高1,250mに位置する
高原の湖です。蓼科湖畔は白樺やカラマツ林に囲まれ、湖の南
側からは蓼科山や横岳の山容を望むことができます。
　湖畔には遊歩道も整備されているため、四季折々の景観が楽
しめます。涼しげな初夏の蓼科へ、ぜひお出かけください。
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特集　令和８年度 通常総代会

　５月25日、長野市「ホテル
メトロポリタン長野」にて令
和８年度通常総代会が依田明
善長野県議会議長、山田英喜
長野県議会産業観光企業委員
長、木村聡長野労働局長をは
じめ、ご来賓多数ご臨席のも
と開催されました。
　夏目潔副会長の開会挨拶で
始まった総代会では、黒岩清
会長が挨拶の中で、ホルムズ
海峡の封鎖により世界が混迷を極める中、国内では原
材料・エネルギー価格の高騰、深刻化する人手不足な
どの山積する課題に対し、組合制度を活用した連携・
組織化の推進、組合事業の充実化、効果的な支援策の
要請や活用支援等を通じた本会の事業方針を述べられ
ました。
　続いて、叙勲・褒章、長野県知事表彰受賞者への顕彰、
永年役員・総代組合の表彰、退任された支部長等への
感謝状贈呈が行われました（６ページ）。22名の方が
顕彰され、黒岩会長から一人ひとりに褒賞と記念品が
授与されました。
　議案審議では、議長に佐藤洋子副会長が就任し、上
程議案は原案に基づき承認・可決されました。本年度

は役員及び総代の任期満了に
伴う改選が行われ、会長には
引き続き黒岩清氏が満場一致
で選任されました。また、各
支部から選出された理事・監
事・総代組合が承認され、理
事の中から黒岩会長が副会長
６名、専務理事１名を指名し
ました。
　議事終了後、選任された新
正副会長・専務理事が登壇し、

黒岩会長より代表して挨拶が行われ、改めて本会事業
の強化への決意を述べられました。
　その後、依田明善長野県議会議長、木村聡長野労働
局長、真川伸樹日本銀行松本支店長よりご祝辞を頂戴
し、花村薫副会長の閉会挨拶により総代会は無事終了
しました。
　会場を移しての懇親会では、黒岩会長の開宴挨拶の
後、阿部守一長野県知事よりご祝辞を頂戴しました。
間瀬一朗長野県商工会連合会会長からご挨拶を兼ねた
乾杯のご発声で始まり、玉井直長野県信用保証協会会
長による一本締めにより祝賀懇親会は盛会のうちに終
了しました。

令和８年度（第71回）長野県中小企業団体中央会

通 常 総 代 会
特 集

真川 伸樹
日本銀行松本支店長

間瀬 一朗
長野県商工会連合会

会長

玉井 直
長野県信用保証協会

会長

依田 明善
長野県議会議長

木村 聡
長野労働局長

阿部 守一
長野県知事

会長・副会長・専務理事名簿
会 　 長 黒岩　　清 長野県信用組合
副 会 長 阿部　眞一 岩村田本町商店街振興組合
副 会 長 花村　　薫 明科工場団地協同組合
副 会 長 夏目　　潔 協同組合長野アークス
副 会 長 佐藤　洋子 テクノハート坂城協同組合
副 会 長 長坂　亘治 飯田建設事業協同組合
副 会 長 服部　俊直 長野県鍍金工業組合
専務理事 鈴木　幸一 長野県中小企業団体中央会壇上に並ぶ新正副会長・専務理事
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― つながる　ひろげる　連携の架け橋 ―

　令和８年度第71回長野県中小企業団体中央会通常
総代会を開催いたしましたところ、時節柄ご多用の
中にもかかわらず、総代の皆様には県内各地よりご
出席を賜り、誠にありがとうございました。平素は
本会の事業運営につきまして、格別なるご支援とご
理解を賜っておりますことに、改めて厚く御礼申し
上げます。
　また、真川日本銀行松本支店長をはじめ、この後
ご出席いただきます阿部長野県知事、依田長野県議
会議長をはじめ、大勢のご来賓の皆様にもご出席を
賜っておりますことに、厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年は本会創立70周年の節目にあたり、総
代会に併せて記念式典を開催させていただきました。
総代の皆様をはじめ、会員の皆様のご支援、ご協力
に改めて感謝申し上げます。今後、80周年、さらに
は100周年に向けまして、新たな一歩を踏み出す中で、
中小企業組合制度を活用し、企業の皆様同士の絆を
強め、それぞれが保有するノウハウや経営資源を補
完しながら、競争力の向上と持続的発展に取り組ん
でまいります。
　社会経済情勢につきましては、コロナ禍の影響か
ら社会経済活動がようやく正常化に向かいつつある
ものの、昨年のアメリカの追加関税措置に続き、本
年は中東情勢の混迷など国際情勢の不安定化が重な
り、先行きの不透明感が一層強まっております。と
りわけ、イラン・ホルムズ海峡の封鎖は世界経済へ
の影響も大きく、我が国においても原油由来のナフ
サや溶剤、原材料の供給停滞や資材価格の高騰など
により、多くの産業分野で影響が広がっており、一
刻も早い事態の収拾・収束が待たれるところです。
　こうした中、本会では、新事業への挑戦を支援い
たします「新事業進出補助金」を従来の「ものづく
り補助金」に統合した形で、生産性向上に向けて新
たな設備投資を支援するとともに、人手不足が喫緊
の課題となる中、カタログ型に一般型を加えた「省
力化投資補助金」を地域事務局として推進しており
ます。
　このほか、人口急減地域における人材確保対策と

して、「特定地域づくり事業協同組合」を地域活性化
の核として設立を進めております。さらに、外国人
材の活用に向けても、特定技能や新たな育成就労の
適正な運用がなされるよう、組合を通じた支援を進
めてまいります。
　また、「業務共同化モデル実証補助金」の事業は、
県の委託を受けまして業務を共同化し、省力化・省
人化に取り組むことで、生産性向上を目指し、昨年
に引き続き実施しております。共同化の流れが一層
推進されるよう、実証事例・成果を創出していきた
いと考えております。経営力・稼ぐ力をつけることが、
持続的発展に欠かすことはできません。共同化・協
業化を通じた取り組みを支援し、連携による共同事
業を行うことで、企業規模の適正化と企業価値向上・
経営基盤強化を図ることができるよう、その役割を
果たしてまいります。
　さらに、各会員組合におかれましては、本年度も
大幅な賃金引き上げが行われております。人材の確
保・定着に向けた戦略的な賃上げへの転換には、懸
案である「価格転嫁」の促進が何より必要であり、
取引適正化法が施行されました本年度を契機に、そ
の浸透と適正な執行に組合を活用していただきたい
と存じます。
　今年度も、目標であります「変革・挑戦」を推進
するための伴走支援として、組合の設立はもとより、
各施策を活用し、効果的な取組を進めてまいります
が、リスクを共有する仲間と戦略的なアライアンス
の対応を高めていただきたく、引き続きご支援のほ
どよろしくお願いいたします。
　本日はこの後、各議案を上程させていただきます
が、今年は役員改選の年にもなっておりますので、
ご審議の程よろしくお願い申し上げます。
　結びに、ご出席いただきましたご来賓をはじめ、
総代・役員の皆様、そして会員組合・構成員企業の益々
のご活躍とご発展を祈念申し上げますとともに、引
き続き本会へのご支援、ご協力をお願い申し上げま
して、ご挨拶といたします。

通常総代会ご挨拶
長野県中小企業団体中央会

会長　黒  岩　　 清
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特集　令和８年度 通常総代会

Ⅰ．中小企業連携組織対策事業
１．組合等の巡回支援・相談業務の充実・強化
　�　組合等及びその構成員企業を計画的かつ効率的に
巡回し、組合（業界）の課題の把握と解決を進め、
円滑な組合運営並びに経営基盤強化、事業の革新に
向けて支援する。
　◦�組合事業の活性化及び再構築並びに新たな共同事
業の創出支援

　◦�組合運営・管理・会計税務及び制度改正への対応
支援

　◦�生産性向上、省力化等を図るための支援施策の周
知とその活用支援

　◦�価格転嫁サポーター業務の推進及び売上高10億円
突破プロジェクトの推進

　◦BCP及び事業継続力強化計画策定支援
　◦��工業・卸売団地及び商店街、地場産業等の産業集
積の振興・活性化支援

　◦��組合の次世代育成のための青年部・女性部組織の
設立・強化

　◦�働き方改革関連法への対応支援
　◦�官公需適格組合の取得と受注確保支援
　◦�外国人技能実習生制度（制度改正に伴う内容等の
周知を含む。）の適正化支援

　◦�地域再生のための「特定地域づくり事業協同組合」
の普及・活用支援

２．組織化の推進・企業組合による創業支援
　�　事業協同組合等連携組織制度の普及、活用につい
て周知し、未組織中小企業者の組織化を推進する。

３．中小企業連携組織等支援事業
　�　中小企業が抱える共通の経営・地域の課題等を解
決するため、アンケート等調査を行い、業種別、地
域別の組合等連携組織を通じた研修会等を行い、生
産性向上の実現と取引環境の改善に向けた計画策定
など、組合及び構成員企業の体質強化・活性化を図る。

４�．経営革新・新事業進出等の推進と組合間交流
の促進

　�　中小企業が異分野の企業等と相互の強みを活かし、
連携して新事業分野への展開、新商品・新技術開発
等に対応できるよう支援する。

５�．外国人技能実習監理団体及び実習実施機関適
正化事業

　�　監理団体組合及び組合員を対象に、制度の改正も
見据えながら、実習制度が適正に運用・活用される
よう実施する。

Ⅰ．全国中小企業団体中央会補助事業
１．小規模事業者組織化指導事業
　小企業者組織化特別講習会
　�　小企業者及び小企業組合を対象に、組織化及び組
合等の円滑な運営のための講習会を12回開催する。

２．中小企業組合等課題対応支援事業
　⑴�　取引力強化推進事業
　　�　取引力の強化促進を図るため、共同販売・宣伝、
組合の事業・企業紹介のための組合が行うホーム
ページやチラシの作成等、共同事業の活性化・組
合員の受注促進等の先進的なものや波及効果の高
い取り組みに対して助成する。

　⑵�　中小企業組合等課題対応支援補助金
　　�　中小企業連携グループが、新たな活路を見出す
ためのプロジェクト（展示会等出展・開催など）
並びに情報システム開発等を支援する。

３．外国人技能実習制度適正化事業
　�　外国人技能実習生受入事業を行う事業協同組合等
による不正行為等の未然防止に努め、中小・小規模
事業者の円滑な外国人技能実習生の受入を支援する
ため、制度改正内容等も含め、制度に精通した専門
家等と個別に不適正な運営の是正・改善指導を行う。

Ａ．指　定　事　業

Ｂ．全国中央会の補助事業
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― つながる　ひろげる　連携の架け橋 ―

Ⅰ．国の委託事業
１．中小企業省力化投資補助金
　�　売上げ拡大や生産・業務プロセスの効率化を図る
とともに、人手不足に悩む中小企業等に省力化投資
を促進支援する。付加価値額や生産性向上を図り、
賃金引上げに繋げることを目的に、長野県地域事務
局として事業を推進する。
　　⑴�　カタログ注文型（随時受付）
　　　�　IoT、ロボットなど汎用製品を「カタログ」に

掲載し、選択して導入できるようにすることで、
簡易で即効性がある省力化投資を促進する。

　　⑵�　一般型（公募回制）
　　　�　個別の現場や事業内容に合わせた設備導入・

システム構築等の多様な省力化投資を支援。

２．新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
　�　既存の「中小企業新事業進出補助金」と本会が補
助事業事務を担っている「ものづくり・商業・サー
ビス生産性向上促進補助金」が本年度中に統合され、
本会「ものづくり事業推進部」がその業務を引き続
き担う予定であり、補助対象事業者の円滑な事業の
推進を支援し、進捗管理と補助事業終了後の管理業
務を担う。
　　⑴�　「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進

補助金」部門
　　　�　中小企業・小規模事業者の生産性向上や持続

的な賃上げに向けた新製品・新サービスの開発
に必要な設備投資等を支援対象とする。

　　　�　「製品・サービス高付加価値化枠」と「グロー
バル枠」に分かれており、グローバル枠では、
海外市場開拓（輸出）に関する海外旅費等も補
助対象としている。

　　⑵�　「中小企業新事業進出補助金」部門
　　　�　中小企業が、企業の成長・拡大に向けた新規

事業への挑戦を行い、その事業者にとって新製
品（又は新サービス）であり、新規顧客に提供
する新たな挑戦となる建物費を含む設備投資等
を支援対象とする。

Ⅱ．長野県委託事業
１．伝統的工芸品産地育成伴走支援事業
　�　後継者の育成・確保、県内外への販路開拓など、
産地が意欲的に取り組む新たな挑戦を支援し、伝統

的工芸品産業の人材不足、需要減少に対する課題を
解決する。

２．長野県特定地域づくり事業推進事業
　�　人口急減地域の持続的発展に資するため、特定地
域づくり事業協同組合の設立・認定・運営支援を行
うコーディネーターを設置し、制度活用の推進を図
る。市町村や事業者の制度への理解不足・マンパワー
不足により制度活用に至らない等の課題を解決する
ことで、地域の担い手確保や移住・定住の促進を図る。

３�．長野県業務共同化モデル実証事業成果横展開
事業

　�　長野県が令和７年度より行っている「業務共同化
モデル実証補助金」の対象となる組合又は連携企業
に対する周知・広報を行い、募集応募の支援、本事
業コンサルタントと連携した採択事業者に対する補
助事業上の運営支援を行うとともに、新たな業務共
同化を図る事業者に対する勉強会等を実施する。

Ⅲ．全国中小企業団体中央会委託事業
１�．ものづくり・商業・サービス生産性向上促進
補助金事業

　�　生産性向上に資する革新的サービス製品・サービ
スの開発や海外展開のための設備投資等の一部を支
援する事業であり、令和８年５月を最終の募集とし、
新たな募集は行わず、長野県地域事務局としては、
すべての補助事業者が期間内に事業を円滑に完了さ
せるための支援と補助事業終了後の管理業務を「も
のづくり事業推進部」の専従サポーターが担うこと
となる。

２．制度改正等の課題解決環境整備事業
　�　労働法制、税制、民法改正等の諸制度等改正によっ
て生じる中小企業組合や組合員企業等の課題等、ま
た、事業承継、生産性向上支援経営資源集約化支援な
どに対して、専門家を活用し専門的・実践的なアドバ
イスにより解決を図り、適正な事業活動ができる環境
を整備することを目的に事業を推進する。

３．事業環境変化対応型支援事業
　　（令和８年２月２日より令和９年１月31日）
　�　インボイス制度対応（デジタル対応含む）団体協
約等による価格転嫁対策等に関する中小企業組合や
組合員企業等の課題等を解決するために、専門家を
活用し専門的・実践的なアドバイスにより解決を図
り、適正な事業活動ができる環境を整備することを
目的に事業を推進する。

Ｃ．�国・長野県・全国中央会等の
委託事業
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特集　令和８年度 通常総代会

叙勲受章者顕彰ご芳名

長野県知事表彰受賞者顕彰ご芳名
年　度 氏　名 組　　　　合　　　　名

令和７年 酒　井　　　悟 伊那平生活環境事業協同組合
令和７年 油　井　福　久 佐久トラックセンター協同組合
令和７年 小　林　一　吉 臼田建設事業協同組合
令和７年 北　原　市　督 飯田管工事業協同組合
令和７年 郷　津　順　一 大北建設業協同組合
令和７年 福　原　　　初 北信生コン協同組合
令和７年 長　越　修　一 田中商店街協同組合

表彰状贈呈者ご芳名
氏　名 組　　　　合　　　　名

理　　事 宇都宮　進　一 協同組合長野県中古自動車リサイクルセンター
理　　事 星　沢　卓　也 東法出版事業協同組合
理　　事 桑　原　茂　実 上田卸商業協同組合
理　　事 柳　島　隆　二 海野町商店街振興組合
理　　事 大　原　善　彦 長野県室内装飾事業協同組合
理　　事 赤　羽　義　一 日経事業協同組合

表彰状贈呈者ご芳名
組　　　　合　　　　名

総　　代 長野県紙器段ボール箱工業組合
総　　代 上田市容器包装プラスチック処理事業協同組合
総　　代 東信自動車整備協同組合
総　　代 上田市書店協同組合
総　　代 野辺山事業協同組合

感謝状贈呈者ご芳名
氏　名 役　　　　職　　　　名

岩　原　克　典 長野県中小企業団体中央会下伊那支部・前支部長
朝　間　庸　介 長野県中小企業組合士協会・前会長

（順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

年　度 氏　名 組　合　名

黄 綬 褒 章 令和７年 秋 林　部　貢　一 長野県伝統工芸品産業振興協議会
旭日双光章 令和８年 春 夏　目　　　潔 協同組合長野アークス
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― つながる　ひろげる　連携の架け橋 ―

役職 氏　　名 組　合　名
会　長 黒　岩　　　清 長野県信用組合
副会長 阿　部　眞　一 岩村田本町商店街振興組合
〃 花　村　　　薫 明科工場団地協同組合
〃 夏　目　　　潔 協同組合長野アークス
〃 佐　藤　洋　子 テクノハート坂城協同組合
〃 長　坂　亘　治 飯田建設事業協同組合
〃 服　部　俊　直 長野県鍍金工業組合

専務理事 鈴　木　幸　一 長野県中小企業団体中央会（専従）
理　事 清　水　光　朗 長野コンピューター印刷製版協同組合
〃 倉　坂　正　道 赤帽長野県軽自動車運送協同組合
〃 太　田　哲　郎 須坂市機械鉄工協同組合
〃 星　沢　卓　也 東法出版事業協同組合
〃 中　島　克　文 協同組合ナガノ駅前センター
〃 堀　　　雄　一 長野卸売市場協同組合
〃 小　坂　禎　二 長野県広告塗装事業協同組合
〃 木　下　博　隆 長野県凍豆腐工業協同組合
〃 宮　下　和　夫 長野県自動車車体整備協同組合
〃 鷲　澤　幸　一 長野県セメント卸協同組合
〃 宇都宮　進　一 協同組合長野県中古自動車リサイクルセンター
〃 倉　科　賢　三 長野県鐵構事業協同組合
〃 渡　邉　英　世 長野県農業機械商業協同組合
〃 田　中　　　実 長野県福祉共済協同組合
〃 荒　井　英　和 長野県保険代理業協同組合
〃 春　日　孝　之 長野産業機材協同組合
〃 宮　下　俊　明 長野市水道工事協同組合
〃 峯　村　宗　次 長野木材協同組合
〃 荒　井　亮　治 協同組合ながのリサイクルテクノ
〃 市　川　大　造 不二越機械協力者協同組合
〃 鹿　熊　　　聡 北信建設事業協同組合
〃 牧　島　　　清 長野県火災共済協同組合
〃 木　下　　　修 長野県建設事業協同組合連合会
〃 高　橋　昭　司 長野県トラック事業協同組合連合会
〃 柴　田　昌　志 長野県木材協同組合連合会
〃 倉　田　英　彦 長野県印刷工業組合
〃 宮　下　秀　己 長野県砕石工業組合
〃 塚　田　哲　郎 長野県自動車整備商工組合
〃 大　田　敬　一 長野県電気工事業工業組合
〃 逢　澤　正　文 長野県生コンクリート工業組合
〃 鹿　川　　　宏 長野県板金工業組合
〃 植　木　宏　一 長野銀座商店街振興組合
〃 中　村　実　彦 長野県ホテル旅館生活衛生同業組合
〃 萩　原　秀　治 株式会社デリクックちくま
〃 小　林　健　一 長野県中小企業労働問題協議会
〃 宮　永　昌　季 長野県中小企業青年中央会
〃 宮　崎　正　毅 高水木材協同組合
〃 小　橋　浩　樹 中高砂利採取販売協同組合
〃 小　林　清　素 北信プラスチック事業協同組合
〃 桑　原　茂　実 上田卸商業協同組合
〃 北　沢　寛　和 上田広域エルピーガス協同組合
〃 山　崎　正　寛 上田市上下水道事業協同組合
〃 戸　島　孝　幸 カネテック協同組合
〃 手　塚　達　也 コトヒラ工業事業協同組合

役職 氏　　名 組　合　名
理　事 佐　藤　公　明 上小建設事業協同組合
〃 五　味　　　　 上小トラック事業協同組合
〃 若　林　順　平 デンセン事業協同組合
〃 柳　島　隆　二 海野町商店街振興組合
〃 山　浦　友　二 佐久生コン事業協同組合
〃 小　林　一　吉 臼田建設事業協同組合
〃 油　井　福　久 佐久トラックセンター協同組合
〃 小相沢　德　一 東信木材センター協同組合連合会
〃 堀　内　健　吾 長野県環境整備事業協同組合
〃 春　原　晃　夫 信州テクノ事業協同組合
〃 増　田　博　志 上土商店街振興組合
〃 木　内　典　男 塩尻機械金属工業協同組合
〃 土　田　泰　秀 松筑精密機械工業協同組合
〃 鷲　澤　文　治 協同組合中央経友会
〃 土　屋　　　久 中信企業振興協同組合
〃 丸　山　照　二 中信トラック協同組合
〃 手　塚　宏　行 長野県菓子工業組合
〃 西　川　直　孝 長野県税理士協同組合
〃 古　田　俊　輔 松本市水道事業協同組合
〃 宮　川　浩　治 松本福祉事業協同組合
〃 宮　坂　昌　樹 松本流通センター協同組合
〃 塚　田　長　志 長野県中古自動車販売商工組合
〃 浅　野　宏　生 長野県電機商業組合
〃 古　厩　佐登志 協業組合塩尻車検センター
〃 傳　刀　俊　介 大北生コン事業協同組合
〃 平　田　幸　一 大北リサイクル事業協同組合
〃 田　口　直　幸 木曽砂利生産販売協同組合
〃 勝　野　智　明 木曽官材市売協同組合
〃 小　池　大　洋 諏訪トラック協同組合
〃 野　村　　　稔 諏訪工業協同組合
〃 奥　原　賢　一 諏訪商業協同組合
〃 山　谷　恭　博 諏訪地区タクシー事業協同組合
〃 名　取　元　秀 日亜技術経済交流協同組合
〃 山　﨑　廣　和 協同組合ハイコープ
〃 赤　羽　義　一 日経事業協同組合
〃 平　澤　照　雄 上伊那木材協同組合
〃 田　畑　徳　昭 伊那市水道事業協同組合
〃 酒　井　　　悟 伊那平生活環境事業協同組合
〃 春　日　敏　雄 上伊那自販サービスセンター協同組合
〃 浅　原　勝　貴 上伊那生コン事業協同組合
〃 吉　川　　　篤 飯田建設資材販売協同組合
〃 木　下　隆　一 飯田建設事業協同組合
〃 橋　本　　　誠 飯田車両整備協同組合
〃 大　林　吉　明 飯伊砂利採取販売協同組合

理事95名

監　事 利根川　雄二 利根川歯車協業組合
〃 原　　　　　功 岡谷市水道事業協同組合
〃 後　藤　　　誠 協同組合東御市工業振興会
〃 倉　野　恵　一 ギフトきそふくしま協同組合
〃 関　　　武　士 長野県製本工業組合

監事５名

役　員　名　簿
（順不同・敬称略）

令和8年5月25日改選

香一
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縁無畳表自動両折曲機「TATSUJIN」を県下で初導入
　日本固有の敷物である「畳」。日本の住まいに欠かせない存在ですが、
ライフスタイルの変化により「和室」のある住まいが大きく減少しています。
　その一方で、寺社や旅館などでは必需品。また、厚い畳床に畳縁のある
伝統的なものだけでなく、縁がなく正方形のものや、フローリングの上に
敷く薄畳など、畳自体も多様化しています。
　「私が家業に就いた約50年前、飯田・下伊那地域に畳屋は75店ほどあり
ましたが、現在は８店。後継者難などで今後さらに減るのではと思います」
と千葉裕康社長。1866年（慶応２年）創業の老舗で、地域トップクラスの
実績を誇る千葉畳店の５代目です。
　伝統からスタイリッシュまでさまざまな畳に、代々受け継ぐ高度な技術と品質をもって応える−。こだわりはそ
のままに、同社は熟練職人の手仕事に頼らず、最新機械を駆使した効率的な生産体制づくりに取り組みました。

　2025（令和７）年に省力化投資補助金（一般型）を活用し、畳の裁断・
縫着工程を自動化する「両平ロボットチップソー」、畳表の両端折り曲げ
作業を自動化する縁無畳表自動両折曲機「TATSUJIN」を導入。前年、も
のづくり補助金を活用して導入した設備と合わせ、厚さ15ミリの薄畳から
対応し、生産性向上と安定した精度・品質を実現する生産ラインを構築し
ました。充実した設備内容は県内では珍しく、「全国でも二十指に入ります」。
　設備導入により、熟練職人が手作業で約21時間かかっていた、縁なし薄
畳９畳の製造が約13時間に短縮。１人当たりの生産効率は約1.6倍に向上
しました。

「障がい者も女性も活躍できる」生産体制
　同社は飯田市内に大型の製造工場を持ち、飯田・下伊那地域を中心に事業展開。
旅館やゼネコン、工務店、20以上の寺社など多くの顧客を抱えます。
　その礎を築いたのが、畳技術を探究し、畳床製造機の部品開発で特許も取得し
た３代目（祖父）と、現工場を立ち上げ機械力を活かした生産体制を構築した４
代目（父）。いずれも職人技を磨き「飯田の千葉の畳」の賞賛（ブランド）を得
る一方で、当時最新の生産技術をいち早く導入し、生産能力向上も図ってきました。
　千葉社長が設備導入に取り組んだきっかけは、「地域で一番」の技術を持ち、
後継者と期待していた40歳代の弟子職人が急な病に倒れ身体障がい者になってし
まったことでした。「もう店を畳もうと思ったほど。落ちた技術力をどうカバー
するか、OBなどの力も借りて必死に試行錯誤しました」。
　その最中、障がい者１名と男女２人の若手社員を採用。それがきっかけとなり、技術力と精度、生産能力は機械
化でカバーし、「女性も障がい者も活躍できる」生産体制の実現に踏み出しました。

　「機械は上手に使わないと意味がない。いかに機械の性能を引
き出し、熟練職人（私）が納得できる精度、品質に近づけていく
か。そこまでが大変です。障がい者と男女の若手職人もすっかり
機械をマスターし、ようやく見通しが立ってきた。おかげで仕事
量も確保できています」。手応えを語る千葉社長は、こう続けます。
　「見えないところをいかに仕上げるか。手は抜きたくない。う
ちはそれをやりたいんです」。

ロボットなど最新自動機の導入で「女性も障
がい者も活躍できる」畳の生産体制を確立生産性革命と挑戦

Vol.50

代　　表　代表取締役　千葉 裕康
創　　業　1866年（慶応2年）
従業員数　4名

本　　社　飯田市小伝馬町1-37
　　　　　TEL：0265-22-4734
事業内容　畳製造業、内装仕上工事

中小企業省力化投資補助金 １次採択企業 有限会社千葉畳店

直角に折れ曲がった畳表

各種機械がレイアウトされた工場内

縁無畳表自動両折曲機TATSUJIN

両平ロボットチップソー
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　今年度の新コーナーとして開始した「ぶらり信州
再発見」。信州にはまだまだ知られていない魅力がた
くさんあります。ぜひ、気になった温泉地へ足を運
んでみてはいかがでしょうか。今回は、「武田信玄の
隠し湯」蓼科温泉をご紹介します。

■蓼科温泉の歴史

　蓼科には泉質が異なる７種類の源泉が湧いており、
蓼科高原の地域内で効能に合わせた温泉を選ぶことが
できます。
　多種多様な源泉を持つ蓼科温泉の中でも、歴史を持
つ温泉が「滝の湯温泉」です。開湯の歴史は1200年前
の平安時代に坂上田村麻呂が発見したという説が残さ
れており、武田信玄が兵士の療養場所とした「親湯温
泉」とともに隠し湯として歴史に名を刻んでいます。
　古くから親しまれてきた蓼科温泉ですが、明治から
昭和にかけて多くの文人に愛されてきた地域でもあり
ます。明治期にはアララギ派の歌人である伊藤左千夫
が「蓼科山歌」10首を詠み、歌会が開催されるように
なると多くの文人歌人が訪れ、観光地としても発展し
ていきました。また、昭和初期に世界的な映画監督で
ある小津安二郎が別荘を構えると、映画関係者をはじ
め文学者やスポーツ選手などが別荘を保有するように
なり、別荘地として発展する中で「蓼科文化」が栄え
ました。

■蓼科湖～レイクリゾート構想～
　蓼科高原の活性化に取り組むため、2017年に観光ま
ちづくり会社である「帰ってきた蓼科株式会社」が設
立されました。蓼科湖を観光の核とする方針を決め、
キャンプ場併設宿泊施設のリノベーションや飲食店の
誘致、道の駅ビーナスライン蓼科湖の整備を進めてき
ました。また、2023年には、蓼科湖畔の建物をリノベー
ションして「蓼科BASE」としてオープン。観光案内
所をはじめカフェレストランやベーカリー、日帰り温
泉、宿泊施設を併設した観光の拠点として存在感を発
揮しています。
　また、蓼科湖・白樺湖・女神湖と高原の中に湖が点
在することから、湖周辺の地域が連携し、高原の湖が
持つ魅力を発信するレイクリゾート構想の拠点として
の役割も蓼科BASEは担っています。

■蓼科の魅力
　四季折々の表情を見せる蓼科。春は長く楽しめる桜、
夏は冷涼な過ごしやすい気候、秋は色とりどりの紅葉、
冬は朝日に光るダイヤモンドダストと年間を通して、
四季の移ろいを強く感じることができます。シズル感
のある雰囲気は、心の奥底を刺激する魅力に満ちあふ
れています。

信州再発見
ぶらり

蓼科温泉～蓼科BASE～

　日本では夏には海へ出掛けるというイメージが強いですが、欧米では湖などの湖
畔でのんびりする過ごし方も人気です。平均標高1,000mを超える蓼科は、湿気も少
ないため夏も涼しく快適に過ごすことができます。快適な湖畔で、思い思いに過ご
すリゾート体験を楽しんでいただけたら嬉しいです。
� 蓼科観光協会　協会長代行　矢﨑 公二 氏

Vol.

3
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「半導体グレード」の加工体制
　「（2021年度を基
準に）2030年度に
売上げを50％以上
伸ばし、CO2を30％
以上削減する。こ
の目標達成に直結
するのが、省エネ・
再エネ・ゼロエ
ミッションの考え方。廃棄を減らす循環型のものづく
りへの転換です」。
　「フッ素樹脂」など高機能素材の開発・製造・販売を
手がけるNiKKi Fron、春日孝之社長の言葉には力が
こもります。
　同社は1896（明治29）年、麻問屋として創業。戦時下、
麻と絹の廃材から石油プラントの金属配管用に「絹麻
パッキン」を開発したことが現在につながります。
　1960年代に、熱に強い、薬品に強い、滑りやすい、
劣化しにくい、電気を通しにくいなどの特性を持つ
フッ素樹脂に素材を転換。自動車、産業機械、医薬品
などに用途を広げました。
　1990年代以降は、フッ素樹脂でも特にすぐれた性
質を持つ四フッ化エチレン樹脂（PTFE）により、半導
体製造装置向けが拡大。PTFEパウダーの圧縮成形、
焼成、切削加工、溶接、検査まで社内で一貫管理し「半
導体グレード」のクリーン度を実現する生産体制を確
立しました。
　平行して進めてきたのが、半導体需要の拡大にとも
なう原料不足を想定したリサイクル技術の研究。そん
な中、襲ったのが2019年の台風19号災害でした。千
曲川の堤防が決壊し、本社工場は壊滅的な被害を受け
ました。「工場を造り直す気持ち」で復旧に取り組み、
約１年半。本社工場の機械・設備等は省エネ仕様に一
新しました。
　リサイクル技術の研究も加速し、「2022、2023年と
集中的に開発に取り組み、2023年末に確立。24年に
特許を取得しました」。

PTFEの水平リサイクル工場稼働
　春日社長が話すのは、PTFEの切削加工時に出る削
りくずや端材を粉砕し、新品の原料と混ぜて「水平リ
サイクル」する技術。新素材は「サステナフロン」と名

付け、2025年12月、新たに建設した本社イノベーショ
ン棟内で製造ライン（サステナフロンファクトリー）
を稼働させました。
　「半導体グレードで素材や加工品を扱える企業は世
界でも限られる。そのノウハウを活用し、社内再生工
場を造った。これは業界の先がけであり、フロンティ
ア。サステナフロンには、サステナブルなニッキフロ
ン製品を届けたいという意味を込めました」と春日社
長は胸を張ります。
　今後、半導体市場
がさらに拡大し、
PTFE製品の需要増
が予想されます。
　課題は、品質レベ
ルが国産より劣る
海外原料の活用拡
大が必須となり、そのために、製品の検査体制がより
厳しく求められること。そして、生産量を増やすため
協力会社に製造委託をしたくても検査体制が不十分
であることがネックとなります。
　そこで同社は、長野県業務共同化モデル実証補助金
を活用し、精密な超音波検査装置を導入。検査精度の
大幅向上、自動検出機能による標準化、作業環境の改
善により、省人化を図りました。協力会社も負担が軽
減し、本来の力を発揮できる環境が整いました。
　目指すのは、同社を中心とする企業が「協働」し、高
い品質保証体制と生産能力向上を実現していくこと。
「将来、半導体製造装置サプライチェーンにおける地

域クラスターを、北信地域
につくっていきたい」と春
日社長は構想しています。
　「被災という苦境を乗り
越えることで、思わぬ成果
が得られた。それを基点に、
循環型ものづくりへの転換
が加速度的に進みました」。

代　　表　代表取締役社長　春日 孝之
創　　業　1896年（設立1944年2月）
資 本 金　5,000万円
従業員数　320名
本　　社　長野市穂保409-2
　　　　　TEL：026-296-9031　FAX：296-7140
事業内容　�フッ素樹脂製品、FRP製品の製造、射出成形ソ

リューションの提供

水平リサイクル材「サステナフロン」と企業間
「協働」体制の構築で、持続可能な循環型もの
づくりへの転換を進める。

わが社の経営戦略
NiKKi Fron株式会社

Vol.50

（長野産業機材協同組合・組合員）

春日孝之代表取締役社長春日孝之代表取締役社長

PTFE製品PTFE製品

サステナフロンファクトリー内サステナフロンファクトリー内

本社イノベーション棟本社イノベーション棟



11

頻発するサプライチェーン攻撃と
　　　　　　　　　　　  対応負担の増加
　近年、大企業を直接狙うのではなく、セキュリ
ティ対策が比較的弱い取引先企業を経由して侵入
する「サプライチェーン攻撃」が増えています。
その影響で、取引先から「御社のセキュリティ対
策の状況を教えてほしい」と求められる場面が増
えていると感じている経営者の方も多いのではな
いでしょうか。しかし、発注元ごとに異なるチェッ
ク項目へ個別に対応することは、人材や予算に限
りのある中小企業にとって大きな負担となってい
ます。

国の新たなセキュリティ対策評価制度
　こうした課題に対応するため、経済産業省のも
と、情報処理推進機構（IPA）が中心となり、「サ
プライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評
価制度」の導入が予定されています（令和8年度
末運用開始予定）。
　この制度は、企業のセキュリティ対策のレベル
を「★（星）」で示す、いわば共通の評価基準です。
取引先ごとに異なる要求に対応するのではなく、
この評価をもとに説明できるようになります。

中小企業にとっての3つのメリット
1．対応コストの削減
　�　これまで個別に求められていたセキュリティ
チェックについて、「★を取得している」とい

う共通の証明で対応できるようになります。結
果として、説明や資料作成の手間が大きく減り
ます。
2．必要な対策が明確になる
　�　何から手を付ければよいか分かりにくいセ
キュリティ対策ですが、基準が示されることで、
自社に必要な対策が整理されます。無駄な投資
を避け、効果的にリスク低減が図れます。
3．取引先からの信頼向上
　�　第三者の基準で評価されることで、セキュリ
ティ対策ができている企業として客観的に示す
ことができます。取引先への説明力が高まり、
信頼獲得につながります。

制度の概要
　本制度では、2026年5月段階で以下の2段階の
基準が公開されています。
  •　★3（基本レベル）
　　�　一般的なサイバー攻撃への対策を実施する
段階。専門家の確認を受けた自己評価で取得
でき、有効期間は1年です。 

  •　★4（標準レベル）
　　�　より幅広く、体系的な対策を行う段階。第
三者機関による評価や技術的な確認が必要で、
有効期間は3年です。 

今後に向けて
　「★3」のレベルであっても、中小企業にとっ
ては決して低いハードルではありません。
　そのため、制度が始まる令和8年度末までに、
段階的に対策を進めていくことが重要です。
　「何から始めればよいか分からない」「自社のレ
ベルを把握したい」といった場合は、専門家に相
談しながら進めることをお勧めします。長野県IT
コーディネータ協議会でも支援を行っていますの
で、ぜひご活用ください。

サプライチェーン企業の
経営者はぜひご確認を！

ITコーディネーターによる

DX理解講座
第38回

長野県
ITコーディネータ協議会
副理事長兼民間事業部長

飯嶋　宏
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長野労働局総務部労働保険徴収室
令和８年度労働保険料の確定・概算申告のお知らせ

労働局からのお知らせ

 令和８年度労働保険年度更新の手続Ｑ＆Ａ

○労働保険の年度更新とは？
　�　 事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付（労働保険の保険料の
徴収等に関する法律第15条）と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申
告・納付（労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条）の手続が必要です。

　　これが「年度更新」の手続です。

○年度更新の手続はいつ行うの？
　　令和８年度は、６月１日（月）から７月10日（金）までの間に行ってください。

○年度更新申告書等の書類は？
　�　年度更新申告書等の関係書類は、遅くとも６月上旬までには事業主あてに送付され
ます。

○年度更新等の手続を電子申請できますか？
　�　労働保険の適用徴収関係手続については、インターネットによる電子申請で行うこ
とができます。電子申請は、労働局、労働基準監督署又はハローワークの窓口に直接
出向くことなく、夜間、休日でも手続を行うことができます。電子申請を行うにあたっ
ては、「電子証明書」または「ＧビズＩＤアカウント」が必要となります。

　�　なお、長野労働局総務部労働保険徴収室に、電子申請体験コーナーを設置していま
すので、ご利用ください。

○労働保険料は口座振替できますか？
　�　金融機関窓口に「労働保険料等口座振替納付依頼書」を提出することで、口座振替納
付ができます。手数料はかからず、金融機関へ出向くことなく労働保険料の納付がで
き、納め忘れの心配がないといったメリットがありますので、ご活用ください。

○年度更新の手続き後に照会等がありますか？
　�　事業主から申告された申告書の記載内容については、記載漏れ等により内容確認が
必要な場合、労働局、労働基準監督署又はハローワークから照会することがあります。

　　また、厚生労働省から審査業務を受託した外部業者が照会することもあります。
　　なお、不審な電話を受けた場合や、ご不明な点がございましたらご連絡願います。

問い合わせ先　長野労働局総務部労働保険徴収室：適用第二係　☎︎０２６-２２３-０５５２
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事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理
念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
現在の障害者雇用制度の概要と、令和８年７月に予定されている法定雇用率の引上げ等についてお知
らせします。

厚生労働省・長野労働局・ハローワーク

障害者の法定雇用率引上げについて

令和８年７月令和６年４月令和５年度

２.７％⇒２.５％⇒２.３％民間企業の法定雇用率

37.5人以上40.0人以上43.5人以上対象事業主の範囲

◆毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務）

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。（令和８年７月以降）Point
①

▶障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

▶精神障害者の算定特例の延長及び一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定。

長野080422障02

障害者雇用率における算定方法（現行制度）Point
②

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れか
らの期間等に関係なく、１カウントとして算定されます。
また、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害
者について、雇用率上、0.5カウントとして算定されます。

Ｑ１．障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしょうか？
Ａ１．①令和８年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和９年４月１日から同年５月中旬までの間）

令和８年６月以前については2.5％、
令和８年７月以降については2.7％で算定していただくことになります。

②令和９年度分以降について
全期間について、法定雇用率2.7％で算定します。

Ｑ２．障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか？
Ａ２．障害者雇用のための各種助成金や、職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援制度があります。詳細につい

ては、事業所管轄のハローワークにご相談ください。

▶「障害者雇用のご案内」：https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

Ｑ ＆ Ａ
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もちろん交通事故も補償します。 まさか従業員が労災事故!そんなとき
でも、休日の事故でも、傷害共済なら安心です。 
たとえば［B型］月額1,280円の掛金で、 ケガによる入院１日６,000円。
また、大型補償の［K型］［A型］もあります。  

加入資格は、長野県内で事業を営む中小企業(法人･個人事業主)の方です。なお組合へ
の加入が必要です。組合加入には１事業所につき、１口100円の出資金が必要です。

 

法人企業／役員および従業員
個人企業／事業主および従業員ならびに事業主と生計を一にする親族  補償の対象となる方

（被共済者） 健康でかつ正常に就業し、または、健康で正常な日常生活を営んでいる、満4歳から74歳までの方です。
74歳までにご加入いただいた方は満85歳まで継続できます。  

長野県福祉共済協同組合  
長野市中御所岡田１３１－１０ 長野県中小企業会館３階
受付時間：月曜日～金曜日 午前9:00～午後5:00(祝祭日除く)

ハ ロ ー   キ ョー サ イ

➿

お申込みいただける方
（共済契約者） 

「業務上」・「業
務外」を問わず

事故によるケガ
を補償します。
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☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権教育の推進」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
“�あなたにもできる。
　  ライフスタイルの見直しで、
　　　１人１日１kgの CO2 削減 ”

M O N T H L Y  R E P O R T

知恵と力を合わせて信州を元気に
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　中小企業組合等課題対応支援事業は、中小企業者が経済的・社会的環境の変化に対応するため、
新たな活路の開拓、単独では解決困難な諸問題、その他中小企業の発展に寄与するテーマ等につ
いて、中小企業組合、一般社団法人、共同出資組織、任意グループ等が行う、これを改善するた
めの取組みに対して支援を行います。３つの事業が対象で、１．「中小企業組合等活路開拓事業、２．
「組合等情報ネットワークシステム等開発事業」、３．「連合会（全国組合）等研修事業」があります。
　詳細は下部の全国中央会ホームページのURL又は二次元コードからご確認ください。
補助金額：

　

補助率：補助対象経費の６/10の範囲内（全事業共通）
公募期間：第３次募集  ７月６日～８月６日（未定）
※日程は変更になる場合があります。
※第２次募集において予算枠に達した場合、
　第３次募集は実施しません。（７月上旬頃発表）

令和８年度中小企業組合等
課題対応支援事業補助金の公募について

人事異動の
お知らせ

１．中小企業組合等
　　活路開拓事業

活路開拓事業
（大規模・高度型）上限2,000万円　下限100万円
（通常型）　　　　上限1,200万円　下限100万円

展示会等出展・開催 上限2,000万円　下限なし

２．組合等情報ネットワークシステム等
　　開発事業

（大規模・高度型）上限2,000万円　下限100万円
（通常型）　　　　上限1,200万円　下限100万円

３．連合会（全国組合）等研修事業 上限　300万円　下限なし

   https://www.chuokai.or.jp
　（本事業ホームページ）

課題対応支援事業補助金

　この度、本会では令和８年６月１日付で、宮尾久美子が事務局長兼総
務部長として就任いたしましたので、お知らせいたします。
　今後とも本会運営の充実に努めてまいりますので、引き続きご支援ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
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